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【手続補正書】
【提出日】令和1年12月24日(2019.12.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　流入端面１１において、隔壁１が交差する交点７が傾斜面を有する場合、その傾斜角に
ついては特に制限はない。例えば、図７に示すような「交点７の傾斜面の傾斜角θ１」は
、０～６０°であることが好ましく、４５～６０°であることが更に好ましい。このよう
に構成することによって、交点７への粒子状物質の堆積をより有効に抑制することができ
る。なお、「交点７の傾斜面の傾斜角θ１」は、セル２の延びる方向に直交する面と平行
な面を０°とした場合における、傾斜面の傾斜角θ１のことである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　図９に示すように、流入端面１１におけるセル２の形状が六角形である場合は、流入端
面１１における隔壁１が交差する交点７の総個数に対する、第一交点７ａとなる交点の個
数の比の百分率が、２５～５０％であることが好ましい。このように構成することによっ
て、圧損の上昇より有効に抑制することができる。ここで、図９は、本発明のハニカム構
造体の更に他の実施形態の流入端面を模式的に示す平面図であって、当該流入端面の一部
を拡大した拡大平面図である。セル２の形状が六角形である場合、第一交点７ａとなる交
点の個数の比の百分率が５０％ということは、ハニカム構造部４の流入端面１１の全域に
、第一交点７ａと第二交点７ｂによって構成された凹凸部８を有することとなる。セル２
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の形状が六角形である場合、第一交点の比率は、４０～５０％であることが更に好ましい
。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
　ハニカム構造体の一方の端面において、凹凸部は、この一方の端面全域に亘って存在し
ていた。凹凸部の底部となる一の交点を第一交点とし、凹凸部の頂部となる他の交点を第
二交点とした場合に、交点の総個数に対する、第一交点となる交点の個数の比の百分率は
、２５％であった。表１の「第一交点の比率（％）」の欄に、上記した第一交点となる交
点の個数の比の百分率の値を示す。また、凹凸部は、第一交点と第二交点との高低差が、
１．０ｍｍであった。結果を、表１に示す。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８０】
　実施例２～１４、及び比較例１～４のハニカム構造体についても、実施例１と同様の方
法で、酸化触媒を担持し、上記した方法で、「圧損評価」を行った。結果を、表１に示す
。
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